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1 年度更新 

「海外派遣者の特別加入（第３種特別加入）」は、一般の労働者に係る年度更新とは別に、

年度更新の手続が必要となります。 

第３種特別加入保険料は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間（これを「保険

年度」といいます。）を単位とし、その間に特別加入者であった者の給付基礎日額に応じて定

められた保険料算定基礎額の総額に、第３種特別加入保険料率（令和７年度確定分及び令和

８年度概算分のいずれも 1000 分の 3.00）を乗じて算定します。 

なお、年度更新と特別加入の変更・申請の手続きは切り離して考えてください。特別加入

の変更・申請は事前届出制となっていますので、変更決定を希望する日より前に提出が必要

です。 

(１) 提出する書類 

提出書類は下記のとおりです。 

提 出 書 類 

年度途中で加入

もしくは脱退し

た特別加入者が

いない場合 

年度途中で加入

もしくは脱退し

た特別加入者が

いる場合 

①（様式第 6号）労働保険 概算・確定保険料申告書 ○ ○ 

②（海特様式第 1号）第３種特別加入保険料申告内訳 ○ ○ 

③（海特様式第 2号）第３種特別加入保険料申告内訳名簿 ○ ○ 

④（別紙様式第 1号）特別加入保険料算定基礎額特例計算 

対象者内訳 
－ ○ 

①の様式は令和８年５月末頃に委託業者から郵送します。②、③及び④の様式は厚生労

働省のホームページからダウンロードしてください。 

厚生労働省のホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html 

ホームページからダウンロードできない場合は、滋賀労働局労働保険徴収室に来局いた

だくか、滋賀労働局労働保険徴収室特別加入担当者宛に必要とする様式の必要枚数を記入

し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 

(２) 提出先 

金融機関では「①（様式第 6号）労働保険 概算・確定保険料申告書」以外は受け付けな

いため、お手数をおかけしますが下記の監督署又は滋賀労働局労働保険徴収室に提出願い

ます。 

① 労働基準監督署 

・彦根労働基準監督署 〒522-0054 彦根市西今町５８－３ ３階 

  電話：０７４９－４４－８０１５ 

・東近江労働基準監督署 〒527-8554 東近江市八日市緑町８－１４ 

  電話：０７４８－４１－３３６７ 
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② 滋賀労働局労働保険徴収室 〒520-0806 大津市打出浜 14 番 15 号 

  滋賀労働総合庁舎 ３階 

  電話：０７７－５２２－６５２０ 

(３) 提出方法 

持参又は郵送してください。 

持参の場合は、土曜、日曜を除く午前８時３０分から午後５時１５分までの間にお越し

ください。郵送の場合は、納付書及び事業主控を返戻しますので、切手を貼付した返信用

封筒を同封してください。 

(４) 受付期間 

令和８年６月１日(月)から令和８年７月１０日(金)まで。 

(５) 納付期限 

令和８年７月１０日(金)まで。 

なお、令和８年度概算保険料第２期分以降の納付期限は下記のとおりです。 

 第２期 令和８年１１月 ２日（月） 

 第３期 令和９年 ２月 １日（月） 

 

２ 様式の記載方法 

     

滋賀一郎…2024 年度に「中小事業の代表者等」として海外派遣（特別加入）。 

2026 年度も加入継続。 

       2025 年度給付基礎日額は 16,000 円であり、2026 年度給付基礎日額も同額。 

労働二郎…2024 年度に「労働者」として海外派遣（特別加入）。 

2026 年度も加入継続。 

       2025 年度給付基礎日額は 12,000 円であり、2026 年度給付基礎日額は 14,000 円 

       に変更。 

保険三郎…2024 年度に「労働者」として海外派遣（特別加入）。 

       2025 年度の途中（2025 年 9 月 30 日）に脱退。 

    2025 年度給付基礎日額は 12,000 円。 

  年度四郎…2025 年度の途中（2025 年 10 月 1 日）に「労働者」として海外派遣（特別加入）。 

       2026 年度も加入継続。 

    2025 年度給付基礎日額は 8,000 円であり、2026 年度給付基礎日額も同額。 

  更新五郎…2026 年度の途中（2026 年 5 月 1 日）から「労働者」として海外派遣（特別加入）。 

2026 年度給付基礎日額は 5,000 円。 

 

 という海外派遣者（特別加入者）がいる事業場を例に挙げて、作成する書類の順に記入方法

を説明いたします。 
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（１）「（海特様式第 2号）第３種特別加入保険料申告内訳名簿」 

 

 

① 「2025 年度整理番号」欄 

 2025 年度（令和７年度）、もしくはそれ以前から加入している特別加入者について整理

番号を記入ください。 

② 「特別加入者（派遣者）氏名」欄 

 特別加入者の氏名を記入ください。 

③ 「派遣者区分」欄 

 「中小事業の代表者等」として海外派遣されている者の場合は○代に、「労働者として派 

遣されている者の場合は○労に丸をつけてください。 

 ○協は JICA 等の技術協力を行う団体から派遣されている者の場合のみです。 

④ 「派遣先国名」欄 

 派遣先国名を記入ください。 

⑤ 「2025 年度給付基礎日額」欄 

 2025 年度の給付基礎日額を記入ください。 

⑥ 「給付基礎日額区分」欄 

 2025 年度（令和７年度）、もしくはそれ以前から加入している特別加入者については 

 継…2026 年度も継続して加入する。 

 変…2026 年度も継続して加入し、2026 年度の給付基礎日額の変更を行う。 

 退…2025 年度で脱退する。 

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

第３種特別加入保険料申告内訳名簿
（ 海 外 派 遣 者 ）

年度

年度
労働保険
番　　　号

所掌

②

　特　別　加　入　者

　（派遣者）　氏名

2025

2026

枚のうち 1 枚目1

③

　派　遣　者

　区　　　 分

①

2025年度

整 理 番 号

⑤

　　　2025　年 度

　　給 付 基 礎 日 額

④

　　　派　遣　先　国　名

5

府 県 枝番号

X 3 02 X1 X X X

基　　幹　　番　　号

X X

1 滋賀　一郎 アメリカ

管 轄

0

2 労働　二郎 インド 12,000

X

⑧

　2026  年度

　 整 理 番 号

⑦

　　2026　年 度

　給 付 基 礎 日 額

⑥

　給付基礎

　日額区分

16,00016,000 １

保険　三郎 ウルグアイ

14,000 ２

４

４

8,000エジプト ３8,000年度　四郎

5,000オーストリア更新　五郎

3 12,000
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のいずれかに丸をつけてください。2026 年度から加入する者については記入不要です。 

⑦ 「2026 年度給付基礎日額」欄 

 2026 年度の給付基礎日額を記入ください。 

 2025 年度の給付基礎日額から変更する場合は、⑥「給付基礎日額区分」欄は必ず「変」

に丸をつけてください。 

⑧ 「2025 年度整理番号」欄 

 2026 年度に加入している特別加入者について整理番号を記入ください。 

 

 

 

 

給付基礎日額の変更について 

海外派遣者の特別加入者の給付基礎日額を変更するためには、 

 「（海特様式第 2号）第３種特別加入保険料申告内訳名簿」（上記様式） 

提出期間 年度更新期間中 ６月１日から７月１０日まで 

もしくは 

 「(特様式第２号)特別加入者給付基礎日額変更申請書」 

提出期間 前年度３月２日から３月３１日まで 

     年度更新期間中 ６月１日から７月１０日まで 

    の提出が必要です。 

 給付基礎日額の変更は上記提出期間中の提出であることが必要です（期間外の提出の

場合、給付基礎日額の変更処理は行いません。）。 

 なるべく、「(特様式第２号)特別加入者給付基礎日額変更申請書」も併せて提出いただ

きますようお願いいたします。 

  特別加入者給付基礎日額変更申請書は厚生労働省ホームページ（主要様式ダウンロー

ドコーナー（労災保険給付関係主要様式））からダウンロード可能です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html 
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（２）（別紙様式第 1号）特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳 

【本様式は、年度途中で加入もしくは脱退した特別加入者がいない場合は作成不要です。】 

 年度の途中で加入もしくは脱退した特別加入者がいる場合は月割計算を行う必要があります。 

 2025 年度の途中で加入もしくは脱退した特別加入者がいる場合は 2025 年度分を、2026 年度

の途中で加入もしくは脱退した特別加入者がいる場合は 2026 年度分を作成ください。 

 

 

① 「整理番号」欄 

整理番号を記入ください。 

② 「特別加入者氏名」欄 

特別加入者の氏名を記入ください。 

③ 「給付基礎日額」欄 

特別加入者の当該年度の給付基礎日額を記入ください。 

④ 「当該保険料算定期間における特別加入期間」欄 

・2025 年度の途中で脱退した者 

2025 年 4月 1日～脱退日 

・2025 年度の途中で加入した者 
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加入日～2026 年 3月 31 日 

・2026 年度の途中で加入した者 

加入日～2027 年 3月 31 日 

      ・年度の途中で加入し、同一年度の途中で脱退した者 

      加入日～脱退日 

     となります。 

 加入日及び脱退日が「特別加入に関する変更届」に記載している「変更決定を希望

する日」と一致しているか必ずご確認ください。 

 

 

 特別加入の加入、脱退は「特別加入に関する変更届」の提出が必要です。 

 申告書内訳名簿や特例計算対象者内訳への記載のみをもって、特別加入の加入や脱  

退の手続きを行うことはできません。 

 「特別加入に関する変更届」の提出漏れがあった場合には、滋賀労働局労働保険徴

収室の特別加入担当者までご相談ください。 

 

 

⑤ 「特例による理由」欄 

加入の場合は「１」を、脱退の場合は「２」を選択ください。年度の途中で加入し 

年度の途中で脱退した者は「２」を選択ください。 

⑥ 「加入月数」欄 

④「当該保険料算定期間における特別加入期間」欄から自動的に計算されます。 

⑦ 「１月分の保険料算定基礎額」欄 

③「給付基礎日額」欄から自動的に計算されます。 

給付基礎日額×365日÷12 か月をし、円未満の切り上げにより求まります。 

⑧ 「特例による保険料算定基礎額」欄 

⑦「１月分の保険料算定基礎額」欄と⑥「加入月数」欄から自動的に計算されます。 

１月分の保険料算定基礎額×加入月数により求まります。 

    （参考 別表１） 
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（３）（海特様式第 1号）第３種特別加入保険料申告内訳 

 

 

 給付基礎日額ごとに特別加入者の人数と、保険料算定基礎額の合計を取りまとめ、保険料を算

出します。 

 

 

  

上段が特例計算以外の者、下段が特例計算の者の記入欄になります。 

 上段は人数のみ記入すれば自動計算されますが、下段の特例計算の者については上記（２）で

作成した「（別紙様式第 1号）特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」から転記する必要

があります。 

 

 

円4

円

2025 2026

2025

2026

年度確定保険料

千円

2 人

2

第３種特別加入保険料率

枝番号

X 3 0 X

基　　幹　　番　　号

特例計算の者

X X

年度確定

X年度概算

人

X

管 轄

05 1 XX

保険料算定基礎額計

年度概算保険料

第３種特別加入保険料申告内訳
（ 海 外 派 遣 者 ）

府 県 所掌

2
労働保険
番　　　号

16,000円
5,840,000円 1 5,840,000 1

給付基礎日額
保険料算定
基　礎　額 特別加入者数

保　険　料　額

5,840,000

－

2,920,000円

円合　　　　　　計

保険料算定基礎額総計

3

小　　計
特例計算以外の者

13,870,004

6,000円

7,000円
2,555,000円

1,460,004
8,000円

－ 1

保険料算定基礎額計 特別加入者数

14,000円
5,110,000円 1 5,110,000

－

－

－

12,000円
4,380,000円 1 4,380,000

－ 1 2,190,000

9,000円
3,285,000円

－

10,000円
3,650,000円

2,190,000円

－

5,000円
1,825,000円

18,000円
6,570,000円

－ 1 1,672,924

－

－

4,000円
1,460,000円

3,650,004 円

2

－

①×③ 41,610 ②×④

人 12,622,924

人

10,220,000

13,870①

人

1 人

10,950,000

3,500円
1,277,500円

② 千円

円

円

37,866

１，０００ 分の ３

12,622

③ １，０００ 分の ３ ④

1,672,924
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転記後、小計が合致しているかも確認ください。 

 

 

 

12,000円
4,380,000円 1 4,380,000

－ 1 2,190,000

2,920,000円

1,460,004
8,000円

－ 1

5,000円
1,825,000円

－ 1 1,672,924

円2 人

2特例計算の者
小　　計

特例計算以外の者

3,650,004 円

2

人

10,220,000 人

1 人

10,950,000

円

円

1,672,924
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（４）（様式第 6号）労働保険 概算・確定保険料申告書 

 （海特様式第 1号）第３種特別加入保険料申告内訳で算出された保険料算定基礎額及び保険料  

を申告書へ転記します。 

 

 

 

 

㉕事業又は作業の種類は「海外派遣」と記入ください。 

 

 

 その他の記載については一般の年度更新申告書と変わりありません。 

 

 申告・納付は７月１０日(金)までにお願いいたします。 

 特に、給付基礎日額の変更を行う場合は、７月１０日（金）までの提出が必要です。修正箇所

があった場合は再提出となることもありますので、できる限りお早めに申告いただきますようお

願いいたします。 

 

 

 

円4

千円

第３種特別加入保険料率

人

保　険　料　額

円合　　　　　　計

保険料算定基礎額総計

313,870,004

①×③ 41,610 ②×④

人 12,622,924

13,870① ② 千円

37,866

１，０００ 分の ３

12,622

③ １，０００ 分の ３ ④

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

概

算

・

増

加

概

算

保

険

料

算

定

内

訳

記 入

1

(ﾍ) １０００分の

3.00千円
2

令和から1

(ﾛ)

，

，

(注1)

一

般

拠

出

金

は

延

納

で

き

石

綿

に

よ

る

健

康

被

害

の

救

済

に

関

す

る

法

律

第

3

5

条

第

1

項

に

基

づ

き
、

労

災

保

険

適

(注2)

円

，

，

(ﾎ)

(ﾍ)

(ｲ)

，
6

，

31

2 2

，

算 定 期 間

千円

7

7
3.00
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，
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労働保険料
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⑪
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1 3 8
(ｲ)
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(ﾛ)
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6

万百 十

月7 年令和算 定 期 間

十

※保険関係
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※片保険理由コード

年8 3 31 日1 まで
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千
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要

7
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6
， 円
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3
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１０００分の
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⑦
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(別表１) 
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①
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③
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÷
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③
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③
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③
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